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PU46：▲受付：サービス提供の間隔が２時間未満の場合、「提供通番」は同一番号の設定が必

要です
介護給付費等 請求書 地域生活支援事業 請求書 障害児給付費等 請求書

基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － －

介護給付費等 明細書 地域生活支援事業 明細書 障害児給付費等 明細書

基本 日数 集計 明細 契約 処遇 基本 集計 明細 基本 日数 集計 明細 契約 処遇

－ － － － － － － － － － － － － － －

計画相談支援給付費等請求書 障害児相談支援給付費等請求書 利用者負担上限額管理結果票
利用者負担上限額管理結果票

(障害児支援)
基本 明細 サービス 基本 明細 サービス 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － －

サービス提供実績記録票

居宅介護 行動援護 重度訪問介護 重度包括支援 同行援護 児童デイサービス 短期入所

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ ○ － － － － － － － ○ － － － －

生活介護 共同生活介護 施設入所支援 旧法施設支援(入所) 旧法施設支援(通勤寮) 旧法施設支援(通所) 宿泊型自立訓練

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － － － － － －

自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援 就労継続支援 就労定着支援 自立生活援助 共同生活援助

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － － － － － ○

障害児施設(入所) 障害児施設(通所) 地域移行支援 地域定着支援 障害児入所支援 児童発達支援 医療型児童発達支援

基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － － － － － － － － － －

放課後等デイ 居宅訪問型児童発達 保育所等訪問支援

基本 明細 基本 明細 基本 明細

－ － － － － －

例）居宅介護サービス提供実績記録票（一次審査で正常）の場合
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■原因と対処方法
以下の原因が考えられます。

（１）サービス提供年月が 2018 年 4 月以降、かつ日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間

隔が２時間未満である。

例）日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間隔が２時間未満である場合

① 以下の居宅介護サービス提供実績記録票情報を受け付けたとします。

日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間隔が２時間未満であるため、警告（重度）と

なります。

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報）

サービス

提供年月
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 提供通番 日付

2018.04 991111 9910011111 9900000001 1 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 1 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 2 01

サービス

提供回数

サービス

内容
ヘルパー資格 開始時間 終了時間 ・・・

－ 111000 11：初任者等 10：00 12：00 ・・・

－ 111000 11：初任者等 13：00 15：00 ・・・

－ 111000 11：初任者等 16：00 18：00 ・・・

（２）サービス提供年月が 2018 年 4 月以降、かつ日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間

隔が０分未満の場合、サービス提供回数が１、かつ次の情報のサービス提供回数が２でない。

例）日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間隔が０分未満、かつサービス提供回数が１、

かつ次の情報のサービス提供回数が２ではない場合

① 以下の居宅介護サービス提供実績記録票情報を受け付けたとします。

日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間隔が０分未満、かつサービス提供回数が１、

かつ次の情報のサービス提供回数が１であるため、警告（重度）となります。

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報）

サービス

提供年月
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 提供通番 日付

2018.04 991111 9910011111 9900000001 1 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 1 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 2 01

サービス

提供回数

サービス

内容
ヘルパー資格 開始時間 終了時間 ・・・

1 111000 11：初任者等 10：00 12：00 ・・・

1 111000 11：初任者等 13：00 16：00 ・・・

1 111000 11：初任者等 14：00 15：00 ・・・
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（３）サービス提供年月が 2018 年 4 月以降、かつ処理済みの情報の終了時間から日付の開始時間までの間隔の

最大値が２時間未満である。

例）処理済みの終了時間から日付の開始時間までの間隔の最大値が２時間未満である場合

① 以下の居宅介護サービス提供実績記録票情報を受け付けたとします。

処理済みの終了時間から日付の開始時間までの間隔の最大値が２時間未満であるため、警告（重度）とな

ります。

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報）

サービス

提供年月
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 提供通番 日付

2018.04 991111 9910011111 9900000001 1 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 2 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 2 01

サービス

提供回数

サービス

内容
ヘルパー資格 開始時間 終了時間 ・・・

－ 111000 11：初任者等 10：00 12：00 ・・・

－ 111000 11：初任者等 13：00 15：00 ・・・

－ 111000 11：初任者等 16：00 18：00 ・・・

（４）サービス提供年月が 2018 年 4 月以降、かつ処理済みの情報の終了時間から日付の開始時間までの間隔の

最大値が０分未満の場合、処理済みの情報のサービス提供回数が１、かつサービス提供回数が２でない。

例）処理済みの情報の終了時間から日付の開始時間までの間隔の最大値が０分未満の場合、処理済みの情報

のサービス提供回数が１、かつサービス提供回数が２でない場合

① 以下の居宅介護サービス提供実績記録票情報を受け付けたとします。

処理済みの情報の終了時間から日付の開始時間までの間隔の最大値が０分未満の場合、処理済みの情

報のサービス提供回数が１、かつサービス提供回数が２でないため、警告（重度）となります。

居宅介護サービス提供実績記録票情報（明細情報）

サービス

提供年月
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 提供通番 日付

2018.04 991111 9910011111 9900000001 1 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 2 01

2018.04 991111 9910011111 9900000001 2 01

サービス

提供回数

サービス

内容
ヘルパー資格 開始時間 終了時間 ・・・

2 111000 11：初任者等 14：00 16：00 ・・・

2 111000 11：初任者等 13：00 15：00 ・・・

2 111000 11：初任者等 16：00 18：00 ・・・
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（５）サービス提供年月が 2018 年 4 月以降、かつ共同生活援助サービス提供実績記録票情報（様式１８－２）（明

細情報）の日付が、次の情報の日付と等しい場合、日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間ま

での間隔が２時間未満である。

例）日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間隔が２時間未満である場合

① 以下の共同生活援助サービス提供実績記録票情報（様式１８－２）（明細情報）を受け付けたとします。

日付及び終了時間から次の情報の日付及び開始時間までの間隔が２時間未満であるため、警告（重度）と

なります。

共同生活援助サービス提供実績記録票情報（様式 18-2）（明細情報）

サービス

提供年月
市町村番号 事業所番号 受給者証番号 提供通番 日付 開始時間 終了時間 ・・・

2018.04 991111 9920011111 9900000001 1 01 10:00 12：00 ・・・

2018.04 991111 9920011111 9900000001 1 01 13：00 15：00 ・・・

2018.04 991111 9920011111 9900000001 2 01 16：00 18：00 ・・・

サービス提供実績記録票情報（明細情報）の提供通番、日付、サービス提供回数、開始時間、または終了時間の設

定内容を確認してください。

警告（重度）となった請求情報は、二次審査の結果、返戻となる場合があります。


